
 

               

 

 

「職員の給与等に関する報告及び勧告」について 

 
 和歌山市人事委員会は、市議会及び市長に対して、地方公務員法の規定に基づき、

一般職の職員の給与等について別紙のとおり報告するとともに、勧告を行いました。 

 

 

※本文につきましては、以下の和歌山市ホームページにてご確認いただけます。 

URL：http://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/1009378/1001171/1002981.html 
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